
令和５年７⽉１２⽇

⼩学校5年・6年⽣、中学校 保護者様

那覇市⽴教育研究所

所⻑ 幸地 巧

学習⽤タブレット端末のACアダプターの持ち帰りについて

夏季休業より実施する学習⽤タブレット端末の持ち帰りにあたり、当初は充電⽤のACアダプ ターの

持ち帰りは実施せず、各ご家庭に充電器の準備をお願いしておりましたが、ACアダプター についても

持ち帰りを実施することとなりました。

端末持ち帰りの申請をされた保護者の皆様には、運⽤の変更に伴いご迷惑をおかけすることとな りま

すが、ご協⼒をお願いいたします。

記

1. ACアダプターを持ち帰る対象の世帯

夏季休業より、端末の持ち帰りを申請された世帯

2. ACアダプターを持ち帰る理由

当初、新型コロナウイルス感染症拡⼤に伴う臨時休業時に持ち帰ったACアダプターが⼤ 量

に紛失したことや、教職員のACアダプターの取り外し・取り付け作業の負担軽減のため 持ち帰

りをしないこととしておりました。

しかし、今⽉に⼊って学校から、教師⽤パソコンの充電器で児童⽣徒の学習⽤タブレッ ト端

末を充電したところ、端末が熱を帯び故障する事例が報告されております。 故障や事故を未然

に防ぐために、安全性の観点から端末に付属のACアダプターを持ち帰 り、持ち帰ったACアダプ

ターで充電されますよう御理解をお願いいたします。

3. ACアダプターを含む付属品の取り扱いについて

ACアダプターに関する弁償等の取り扱いについては、別添の「学習⽤タブレット端末と その

付属品の破損・故障等の対応についてのお願い」をご確認願います。端末と同じく紛 失・破損に

御注意いただき使⽤ください。
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